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令和 8 年４月１日 

 

 

食の外部化や簡便化志向、若者における野菜類・果実類の摂取減少など、
大人の食生活の乱れが顕在化している中、これからの社会を担う若手をは
じめとする「大人の食育」の推進が求められています。 
「食育実践優良法人顕彰制度」は、従業員に対し、健康的な食事の提供等、 
食生活の改善に向けた取組とその評価を行っている企業を顕彰し、もっ

て企業内の活力向上及び優良な取組の横展開を図ることを目的に創設する
ものです。 

 1 制度概要 

「食育実践優良法人 2026」に 333 法人を初認定！ 

○従業員に対し、食育を実施している法人を認定・顕彰。        

農林水産省は「大人の食育」推進の一環として自社の従業員に対し、「食

生活の改善」に資する取組を実施している法人を認定・顕彰する「食育実

践優良法人顕彰制度」を令和７年７月に創設しました。 

今回、初めての認定となる「食育実践優良法人 2026」に 333 法人を認定

しました。 
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「大人の食育」を推進するために令和７年6月に農林水産省が創設した
「官民連携食育プラットフォーム」が毎年認定します。 

 

・申請期間：令和７年８月18日から令和７年10月31日まで 
・認定期間：令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 
・認定法人数：333法人（申請法人数：336法人） 

 

（１）地域別の申請件数 
※申請書に記載された本社所在地をもとに集計。 

 
 
 
 
 

 2 認定結果 

 3 申請件数の内訳について 
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（２）業種別の申請件数 

 
その他、申請者情報の詳細は次のウェブサイトに掲載しております。 
リンク：https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kensyo/nintei2026.html 
 

 
・食育実践優良法人顕彰制度ウェブサイト 
 https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kensyo/kensyo_top.html 
・官民連携食育プラットフォームウェブサイト（認定主体） 

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/otona_syokuiku/platform.html 
 

消費・安全局 消費者行政・食育課 
担当：食育普及グループ 
代表：03-3502-8111（内線 4574）ダイヤルイン：03-6744-2230 

 4 その他 

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kensyo/nintei2026.html
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kensyo/kensyo_top.html
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/otona_syokuiku/platform.html

